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令和２年６月９日（火曜日） 

 

○出席議員（13名） 

    議 長  中  川     達 君     ７ 番  生  田  勇  人 君 

    １ 番  土  屋  克  之 君     ８ 番  恩  道  正  博 君 

    ２ 番  西  尾  雄  次 君     ９ 番  北  川  悦  子 君 

    ３ 番  米  田  一  香 君     10 番  夷  藤     満 君 

    ４ 番  磯  貝  幸  博 君     11 番  清  水  文  雄 君 

    ５ 番  小  谷  一  也 君     12 番  南     守  雄 君 

    ６ 番  七  田  満  男 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

教 育 長 久 下 恭 功 君 

総 務 部 長 棚 田   進 君 

町 民 福 祉 部 長 上 島 恵 美 君 

町民福祉部担当部長 
（保険年金・福祉担当） 

出 嶋   剛 君 

都 市 整 備 部 長 
兼北部開発推進室長 

銭 丸 弘 樹 君 

都市整備部担当部長 
（企画・地域産業振興担当） 

松 井 賢 志 君 

都市整備部担当部長 
（上下水道担当） 

高 橋   均 君 

教育委員会教育部長 上 出   功 君 

消 防 本 部 消 防 長 高 道 三 春 君 

総 務 部 総 務 課 長 中 川 裕 一 君 

総 務 部 総 務 課 
人事秘書担当課長 

吉 田 真理子 君 

総 務 部 財 政 課 長 宮 本 義 治 君 

総 務 部 税 務 課 長 北 野   享 君 

町 民 福 祉 部 
住 民 課 長 

福 島 誠 一 君 

町民福祉部住民課担当課長 
兼 環 境 管 理 室 長 

宮 崎 重 幸 君 

町 民 福 祉 部 
子 育 て 支 援 課 長 

髙 平 紀 子 君 

町 民 福 祉 部 
保 険 年 金 課 長 

助 田 有 二 君 

町民福祉部保険年金課 
担当課長兼福祉課担当課長 
（保健センター担当） 

山 田 卓 矢 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長 

北   正 樹 君 

都 市 整 備 部 
企 画 課 長 

四月朔日松英  君 

都 市 整 備 部 
地域産業振興課長 

橋 本   良 君 

都市整備部地域産業振興 
課長兼観光振興室長 

長谷川 万里子 君 

都市整備部都市建設課長 
兼北部開発推進室長補佐 

上 前 浩 和 君 

都 市 整 備 部 
上 下 水 道 課 長 

法 利 康 博 君 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

神 農 孝 夫 君 

教育委員会教育部学校教育課長 
兼学校給食共同調理場所長 

堀 川 竜 一 君 

教育委員会教育部文化スポーツ課長 
兼図書館長兼男女共同参画室長 

上 出 勝 浩 君 

消防本部消防次長 
兼 消 防 署 長 

重 島 康 人 君 
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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 田 中 義 勝 君 

事務局参事兼次長 東   康 弘 君 

事 務 局 書 記 小 坂 しおり 君 

 

○議事日程（第１号） 

  令和２年６月９日  午後１時00分 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 

  審議期間の決定について 

 日程第３ 

  諸般の報告について 

 日程第４ 

  議案第47号 専決処分の承認を求めることについて 

        〔令和２年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）〕 

  議案第48号 令和２年度内灘町一般会計補正予算（第３号） 

  議案第49号 令和２年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  議案第50号 令和２年度内灘町水道事業会計補正予算（第１号） 

  議案第51号 令和２年度内灘町下水道事業会計補正予算（第１号） 

  議案第52号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について 

  議案第53号 内灘町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

  議案第54号 内灘町税条例の一部を改正する条例について 

  議案第55号 内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例の一部を改正 

        する条例について 

  議案第56号 内灘町学童保育クラブ設置条例の一部を改正する条例について 

  議案第57号 内灘町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

        部を改正する条例について 

  議案第58号 内灘町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

  議案第59号 内灘町心身障害者医療助成金支給条例の一部を改正する条例について 

  議案第60号 内灘町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

  議案第61号 内灘町農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めること 

        を要しない場合の同意について 

  報告第１号 令和元年度内灘町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

  報告第２号 令和元年度内灘町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

  報告第３号 内灘町土地開発公社の経営状況について 

  提案理由の説明 

（第１号の追加） 

 日程第１ 
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  許可第１号 副議長の辞職許可について 

 日程第２ 

  選挙第１号 副議長の選挙 

 日程第３ 

  決定第１号 常任委員の所属変更 

 日程第４ 

  許可第２号 議会運営委員会委員の辞任について 

 日程第５ 

  選任第１号 議会運営委員会委員の選任について 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○再開・開議 

           午後１時00分再開 

○議長【中川達君】 皆様、ご苦労さまでご

ざいます。 

 ただいまの出席議員は13名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、

これより令和２年内灘町議会定例会を再開し、

直ちに６月会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【中川達君】 日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第120条の規

定により、議長において、３番米田一香議員、

４番磯貝幸博議員を指名いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○審議期間の決定 

○議長【中川達君】 日程第２、審議期間の

決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今６月会議の審議期間

は、本日から６月17日までの９日間といたし

たいと思います。これにご異議ございません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 ご異議なしと認めます。

よって、今６月会議の審議期間は、本日から

６月17日までの９日間と決定いたしました。 

 なお、会議予定につきましては、お手元に

配付いたしました案のとおりでありますので、

ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【中川達君】 日程第３、諸般の報告

を行います。 

 まず、今６月会議に説明のため説明員とし

て出席するよう地方自治法第121条の規定に

より要求いたしましたところ、説明のため出

席をしている者の職、氏名は、別紙説明員一

覧表としてお手元に配付しておきましたので、

ご了承願います。 

 次に、監査委員から令和２年４月分の例月

出納検査結果の報告がありましたので、写し

をお手元に配付しておきましたから、ご了承

願います。 

 次に、町長から報告第１号として令和元年

度内灘町一般会計繰越明許費繰越計算書につ

いて、報告第２号として令和元年度内灘町公

共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書

について、報告第３号として内灘町土地開発

公社の経営状況について報告がありましたの

で、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【中川達君】 この際、暫時休憩をい

たします。 

           午後１時03分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時25分再開 

    ○再   開 
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○議長【中川達君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議事を続行いたします。 

 地方自治法第117条の規定により、生田副

議長の退場を求めます。 

   〔生田勇人君 退場〕 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議事日程の追加 

○議長【中川達君】 先ほど副議長の生田勇

人さんから副議長の辞職願が提出されました。 

 お諮りいたします。副議長の辞職許可につ

いてを日程に追加し、追加日程第１として、

直ちに議題とすることにご異議ございません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 ご異議なしと認めます。

よって、副議長の辞職許可についてを日程に

追加し、追加日程第１として、直ちに議題と

することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○副議長の辞職許可 

○議長【中川達君】 追加日程第１、許可第

１号副議長の辞職許可についてを議題といた

します。 

 まず、その辞職願を朗読させます。事務局

長。 

○事務局長【田中義勝君】 

辞職願 

                  私儀 

 今般、一身上の都合により、副議長を辞職

いたしたいので、許可されるよう願い出ます。 

 令和２年６月９日 

       内灘町議会副議長 生田勇人 

 内灘町議会議長 中川達様 

 以上でございます。 

○議長【中川達君】 お諮りいたします。生

田勇人さんの副議長辞職を許可することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【中川達君】 起立全員であります。

よって、生田勇人さんの副議長辞職は許可す

ることに決定いたしました。 

   〔生田勇人君 入場〕 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○副議長辞職の挨拶 

○議長【中川達君】 議場に生田勇人さんが

おられます。 

 ここで、生田勇人さんより、副議長辞職に

際し発言を求められていますので、これを許

します。 

   〔前副議長 生田勇人君 登壇〕 

○前副議長【生田勇人君】 副議長辞職に当

たり、一言ご挨拶申し上げます。 

 １年前に皆様の指名推選という形で満場一

致で副議長に推挙されまして、本当にありが

とうございました。 

 この１年間、議長の下、いろいろな活動を

してきたわけでございますが、思い出に残る

のは、やはりこのコロナの影響といいますか、

町民のために、そして子供たちのために議会

議員が一致団結して、議長の迅速な指示の下、

コロナ対策の組織を立ち上げ、そして身を削

り３学年分を捻出できたこと、それが印象深

く残っております。 

 まだまだこのコロナの対策はしていかなけ

ればならないわけでございますが、一議員に

戻りましても町民のために力を尽くす所存で

ございます。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長【中川達君】 生田勇人さん、お疲れ

さまでした。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【中川達君】 この際、暫時休憩をい

たします。 

           午後１時30分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時50分再開 

    ○再   開 

○議長【中川達君】 休憩前に引き続き会議
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を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○副議長選挙 

○議長【中川達君】 追加日程第２、選挙第

１号、これより副議長の選挙を行います。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定によって指名推選にした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 ご異議なしと認めます。

よって、選挙の方法は指名推選によることに

決定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、

議長において指名することにしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 ご異議なしと認めます。

よって、議長において指名することに決定い

たしました。 

 副議長に七田満男議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長において

指名をいたしました七田満男議員を副議長の

当選人とすることにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 ご異議なしと認めます。

よって、七田満男議員が副議長に当選いたし

ました。 

 ただいま副議長に当選されました七田満男

議員が議場におられますので、本席から会議

規則第33条第２項の規定により当選の告知を

いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○副議長就任挨拶 

○議長【中川達君】 副議長に当選されまし

た七田議員から発言を求められておりますの

で、これを許します。 

   〔副議長 七田満男君 登壇〕 

○副議長【七田満男君】 ただいまお許しを

得たので、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ただいま、栄誉ある第41代内灘町議会副議

長に選任を賜りました。誠にありがとうござ

います。改めて職責の重大さに痛感をしてい

る次第であります。 

 今後は、議長の女房役として議会の速やか

な運営に努め、また、さらなる議会の発展、

それから活性化に努めてまいります。それと、

町民の様々な意見を取り入れ、議会に、町に、

政策に反映させたいと考えております。本日

は本当にありがとうございます。 

 簡単ではありますが、一言のご挨拶とさせ

ていただきます。 

 どうもありがとうございます。（拍手） 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【中川達君】 この際、暫時休憩いた

します。 

           午後１時53分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後２時40分再開 

    ○再   開 

○議長【中川達君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議事日程の追加 

○議長【中川達君】 休憩中に、七田議員と

小谷議員から、常任委員会所属変更申出書が

提出されました。 

 お諮りいたします。常任委員の所属変更の

件を日程に追加し、追加日程第３として、直

ちに議題とすることにご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 ご異議なしと認めます。

よって、常任委員の所属変更の件を日程に追

加し、追加日程第３として、直ちに議題とす

ることに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○常任委員の所属変更 

○議長【中川達君】 追加日程第３、常任委
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員の所属変更の件を議題といたします。 

 総務産業建設常任委員会委員の七田議員を

文教福祉常任委員会委員に、文教福祉常任委

員会委員の小谷議員を総務産業建設常任委員

会委員にそれぞれ常任委員会の所属を変更し

たいとの申出がありました。 

 本件は、内灘町議会委員会条例第７条第４

項の規定により、議長において、七田議員と

小谷議員からの申出のとおり、それぞれ常任

委員会の所属を変更することにしたことをご

報告いたします。 

 また、休憩中に総務産業建設常任委員会に

おいて、七田委員の辞任に伴い委員長の互選

が行われ、その結果が議長の手元に参ってお

りますので、ご報告いたします。 

 総務産業建設常任委員会委員長に小谷一也

議員、以上のとおり互選された旨の報告があ

りました。 

 次に、文教福祉常任委員会において、小谷

委員の辞任に伴い副委員長の互選が行われ、

その結果が議長の手元に参っておりますので、

ご報告いたします。 

 文教福祉常任委員会副委員長に西尾雄次議

員、以上のとおり互選された旨の報告があり

ました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議事日程の追加 

○議長【中川達君】 また、休憩中に生田勇

人議員から、一身上の理由により議会運営委

員会委員を辞任したいとの申出がありました。 

 お諮りいたします。議会運営委員会委員の

辞任についてを日程に追加し、追加日程第４

として直ちに議題とすることにご異議ござい

ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 ご異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員の辞任について

を日程に追加し、追加日程第４として直ちに

議題とすることに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議会運営委員会委員の辞任 

○議長【中川達君】 追加日程第４、許可第

２号議会運営委員会委員の辞任についてを議

題といたします。 

 本件は、内灘町議会委員会条例第12条第２

項の規定により、議長において、議会運営委

員会委員の辞任について許可したことをご報

告いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議事日程の追加 

○議長【中川達君】 今ほど議会運営委員会

委員が１名欠けました。 

 お諮りいたします。議会運営委員会委員の

選任についてを日程に追加し、追加日程第５

として直ちに議題といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 ご異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員の選任について

を日程に追加し、追加日程第５として直ちに

議題とすることに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

   ○議会運営委員会委員の選任 

○議長【中川達君】 追加日程第５、選任第

１号議会運営委員会委員の選任についてを議

題といたします。 

 議会運営委員会委員の選任については、内

灘町議会委員会条例第７条第２項の規定によ

り、議長において、小谷一也議員を指名いた

します。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【中川達君】 日程第４、議案第47号

専決処分の承認を求めることについて〔令和

２年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）〕から議案第61号内灘町農業委員

会委員の任命につき認定農業者等が委員の過

半数を収めることを要しない場合の同意につ

いてまでの15議案を一括して議題といたしま

す。 
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 なお、今６月会議に提出された議案につき

ましては、お手元に配付してあります議事日

程第１号に記載のとおりでありますので、ご

了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【中川達君】 提出議案に関し、これ

より町長から提案理由の説明を求めます。川

口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 本日ここに、令和２

年内灘町議会６月会議が開催されるに当たり、

本会議に提出しております令和２年度補正予

算及びその他の議案の提案理由並びにその概

要についてご説明申し上げます。議員各位並

びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。 

 今ほど副議長に就任されました七田議員に

おかれましては、誠におめでとうございます。

体調にご留意され職務に精励されますよう、

ご祈念申し上げます。 

 また、退任されました生田前副議長におか

れましては、この間、大変ご苦労さまでござ

いました。 

 さて、世界各国では、今なお新型コロナウ

イルス感染症の拡大が続いております。 

 日本国内におきましては、政府の緊急事態

宣言を受け、長期間にわたり、不要不急の外

出自粛や飲食店等の営業の自粛、学校の臨時

休業や企業のテレワーク導入など人との接触

を極力減らす行動に加え、手洗い、消毒など

の衛生管理の徹底などにより、感染の第１波

がようやく収まる兆しを見せてまいりました。

しかしながら、北九州市や東京都では感染者

が再び増加傾向にあるなど、感染の第２波が

懸念されるところでございます。 

 こうした中、先月、緊急事態宣言が解除さ

れた石川県では、今月１日には、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止に伴う休業要請が全

面的に解除され、県内の全業種において、よ

うやく活動が再開されました。 

 本町におきましても、臨時休業していた小

中学校が同日本格的に授業を再開し、静まり

返った校舎に再び明るい笑顔と元気な声が戻

ってまいりました。 

 このように、国内において新型コロナウイ

ルス感染症が収束の兆しを見せる中、再流行

に備えた感染拡大防止対策を維持、継続しな

がら、日常生活に「新しい生活様式」を取り

入れ、経済活動の再開を支援することにより、

外出自粛や休業要請等で落ち込んだ地域経済

の活性化を図っていく必要があるものと考え、

今回の６月会議に新型コロナウイルス感染症

対策関連として約１億円規模の歳出予算案を

提出させていただきました。 

 まず、地域経済の支援・活性化対策として、

上水道の基本料金を６月使用分から４か月間

にわたって免除することにより、町民の皆様

の経済的負担の軽減を図ります。 

 また、町商工会が地元商工事業者の活性化

と町民の経済的な支援を図るために実施する

プレミアム付商品券の販売を町として後押し

いたします。 

 今回の商品券は、販売額が１セット5,000

円で6,000円分の買物に使用でき、２セット

まで購入することが可能でございます。この

プレミアム分を町が商工会へ補助いたします。

町民の皆様にはぜひ購入していただき、本町

の経済の活性化を後押ししていただければと

考えております。 

 これに加えまして、元気内灘住宅リフォー

ム助成金制度を新たに設け、住環境の整備促

進と併せて、本町における消費の喚起を図っ

てまいります。 

 また、感染拡大防止対策の一つとして、Ａ

Ｉを活用した自動体温検知カメラを町内の小

中学校及び町立保育所に設置し、児童生徒の

健康状態の把握に努めるとともに、手洗い蛇

口をレバー式に改修するなど衛生面にも配慮

いたします。 
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 これから本格的な夏の季節を迎えます。町

民の皆様におかれましては、熱中症対策を心

がけながらのマスクの着用や人と人との距離

の確保、手洗いなどの衛生管理をはじめとし

た基本的な感染対策を継続し、小まめな換気

や、密閉、密集、密接を避ける、いわゆる３

密の回避など「新しい生活様式」を実践して

いただき、感染の再流行、拡大防止に協力を

お願いいたします。 

 それでは、ただいまから提出議案に対する

提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第47号 専決処分の承認を求めること

につきましては、地方自治法第179条第１項

の規定により、先月22日に専決処分した令和

２年度内灘町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）について、議会に報告し、承認を

求めるものでございます。 

 補正内容といたしましては、地方自治法施

行令第166条の２の規定により、令和元年度

の歳入不足財源を令和２年度予算から繰上充

用するものでございます。 

 議案第48号 令和２年度内灘町一般会計補

正予算（第３号）につきましては、歳入歳出

それぞれ530万円を増額し、歳入歳出予算の

総額を123億2,660万円とするほか、地方債の

補正を併せて計上するものでございます。 

 歳出の主な内容といたしましては、総務費

ではコミュニティ助成事業の補助内示に伴う

助成金等を、民生費では先ほど申し上げまし

た新型コロナウイルス感染拡大防止対策とし

てＡＩを活用した自動体温検知カメラを町立

保育所に設置するための備品購入費のほか、

心身障害者医療助成金等を計上いたしました。 

 衛生費では上水道に係る基本料金の免除に

よる上水道事業運営費補助金等を、農林水産

業費では町土地改良区補助金等を計上いたし

ました。 

 商工費では、こちらも先ほど申し上げまし

た新型コロナウイルス感染症による景気の落

ち込みを下支えするため、町商工会が実施す

るプレミアム付商品券事業に係る補助金及び

住宅リフォーム助成金を計上いたしました。 

 土木費では、国の社会資本整備総合交付金

等の補助内示に伴う道路新設改良及び公園の

整備工事費等を計上いたしました。 

 消防費では、コミュニティ助成事業の補助

内示に伴う消防器具購入費等を計上いたしま

した。 

 教育費におきましても、民生費同様、新型

コロナウイルス感染拡大防止対策として、小

中学校にＡＩを活用した自動体温検知カメラ

を設置するための備品購入費及び手洗い蛇口

の改修費のほか、県の道徳教育推進事業推進

校の指定を受けたことによる補助金及びサイ

クリングターミナル改修費等を計上いたしま

した。 

 そのほか、定期人事異動に伴う人件費の補

正及び新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め中止を決定した事業に係る事業費の減額補

正を計上いたしました。 

 歳入の主なものといたしましては、国の補

助内示に伴う社会資本整備総合交付金及び町

債の減額のほか、コミュニティ助成事業助成

金などを計上いたしました。 

 議案第49号 令和２年度内灘町国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）につきまして

は、新型コロナウイルスに感染するなどした

一定の要件を満たす被用者に対して支給する

傷病手当金のほか、国民健康保険ヘルスアッ

プ事業の制度拡充により、一般会計から国民

健康保険特別会計に移行する人件費を計上い

たしました。 

 議案第50号 令和２年度内灘町水道事業会

計補正予算（第１号）につきましては、上水

道に係る基本料金の免除による給水収益の減

額のほか、定期人事異動に伴う人件費等を計

上いたしました。 

 議案第51号 令和２年度内灘町下水道事業

会計補正予算（第１号）につきましては、国

の補助内示に伴い、内灘ポンプ場の改修工事
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費及び雨水管渠新設に係る調査設計等委託料

を計上いたしました。 

 議案第52号 職員の特殊勤務手当に関する

条例の一部を改正する条例につきましては、

人事院規則の改正に伴い、新型コロナウイル

ス感染症の防疫作業等に従事した職員に対し

特殊勤務手当を支給するための改正でござい

ます。 

 議案第53号 内灘町手数料徴収条例の一部

を改正する条例につきましては、デジタル手

続法の一部改正に伴い個人番号通知カードが

廃止されることにより、通知カード再交付手

数料を廃止するための改正でございます。 

 議案第54号 内灘町税条例の一部を改正す

る条例につきましては、新型コロナウイルス

感染症緊急経済対策における税制上の措置を

行うための地方税法ほか関係法令の一部改正

に伴い、徴収猶予制度の特例及び固定資産税

の軽減措置等を設けるための改正でございま

す。 

 議案第55号 内灘町本社機能立地促進のた

めの固定資産税の特例に関する条例の一部を

改正する条例につきましては、関係省令の一

部改正に伴い、本社機能移転に係る固定資産

税の特例措置である不均一課税の適用期間を

延長するための改正でございます。 

 議案第56号 内灘町学童保育クラブ設置条

例の一部を改正する条例につきましては、移

転に伴い、内灘学童保育クラブの位置を内灘

公民館内から大根布小学校内に変更する改正

でございます。 

 議案第57号 内灘町放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例につきましては、放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準の一部を改正する省令の施行に伴い、放

課後児童支援員認定資格研修について改正を

行うものでございます。 

 議案第58号 内灘町後期高齢者医療に関す

る条例の一部を改正する条例につきましては、

石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療に関する条例の一部改正に伴い、新型コロ

ナウイルス感染症に感染するなど一定の要件

を満たした被用者等に対し傷病手当金を支給

するため、所要の改正を行うものでございま

す。 

 議案第59号 内灘町心身障害者医療助成金

支給条例の一部を改正する条例につきまして

は、石川県の心身障害者医療費助成制度の改

正に伴い、町の同制度の対象に精神障害者を

加えるなど、所要の改正を行うものでござい

ます。 

 議案第60号 内灘町国民健康保険条例の一

部を改正する条例につきましては、新型コロ

ナウイルス感染症に感染するなど一定の要件

を満たした被用者に対して傷病手当金を支給

するため、所要の改正を行うものでございま

す。 

 議案第61号 内灘町農業委員会委員の任命

につき認定農業者等が委員の過半数を占める

ことを要しない場合の同意につきましては、

認定農業者等の人数が委員の過半数を超えな

い場合において、委員の少なくとも４分の１

を認定農業者等とすることについて、議会の

同意を求めるものでございます。 

 次に、報告第１号 令和元年度内灘町一般

会計繰越明許費繰越計算書及び報告第２号 

令和元度内灘町公共下水道事業特別会計繰越

明許費繰越計算書につきましては、それぞれ

地方自治法施行令第146条第２項の規定によ

り、繰越明許費繰越計算書を作成し、報告す

るものでございます。 

 報告第３号 内灘町土地開発公社の経営状

況につきましては、地方自治法第243条の３

第２項の規定により、出資法人の経営状況を

説明する書類として、令和元年度における事

業報告及び決算並びに令和２年度事業計画及

び予算を報告するものでございます。 

 以上、今回提出いたしました議案の提案理

由並びにその概要でございます。 



 －10－ 

 何とぞ慎重にご審議いただき、適切なるご

決議を賜りますようお願いを申し上げまして、

私の説明を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○議長【中川達君】 提案理由の説明が終わ

りました。 

 ここで訂正をさせていただきます。 

 先ほど私のほうから発言しましたけれども、

議案第61号内灘町農業委員会委員の任命につ

き認定農業者等が委員の過半数を「収める」

ということを発言したそうでございますけれ

ども、「占めることを要しない」ということ

で訂正をさせていただきますので、よろしく

お願いをいたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【中川達君】 以上で本日の日程は終

了いたしました。 

 お諮りいたします。議案調査のため、明日

10日は休会といたしたいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 ご異議なしと認めます。

よって、明日10日は休会とすることに決定い

たしました。 

 次回の本会議は11日午前10時から開き、提

出議案に対する質疑並びに町政に対する一般

質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時06分散会 

 


